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フードドライブとは、家庭で使う予定のない食品を持ち寄り、家庭から寄付していただいたものを、必要とする
人に繋ぐ支援活動です。集まった食品は、市内でこども食堂を運営する団体等へ提供し、支援を必要とする人
たちの元へ届けられます。

フードドライブとは ～食品等の 「もったいない」 を 「ありがとう」へ～

令和7年10月26日㈰・27日㈪ 9時～16時30分

開催日時

10月26日㈰

久喜市役所こども育成課
久喜市社会福祉協議会本所

10月27日㈪

久喜市役所こども育成課
久喜市各行政センターこども未来係
久喜市社会福祉協議会本所・各支所

・久喜市資源循環推進課
久喜市菖蒲町新堀38
0480-85-1111

・社会福祉協議会（栗橋）
久喜市間鎌251-1
0480-52-7835

・社会福祉協議会（菖蒲）
久喜市菖蒲町新堀38

0480-85-8131

・社会福祉協議会（鷲宮）
久喜市鷲宮6-1-1
0480-58-9131

・久喜市こども育成課
久喜市下早見85-3
0480-22-1111

・久喜市社会福祉協議会
久喜市青毛753-1 （本所）
0480-23-2526

問合せ

・久喜市
（こども育成課）
（資源循環推進課）

・社会福祉法人
久喜市社会福祉協議会

主催

受付場所

・常温保存ができないもの
・賞味期限の記載がないもの
・アルコールを含むもの

例）古米（令和５年以前に収穫したもの）、
精米日の表示がない米、
別袋に移し替えた米、肉、魚、
野菜、冷凍食品、冷蔵食品、
アルコール類（料理酒を除く）
など

・賞味期限が２か月以上余裕のあるもの
・常温保存ができるもの
・未開封のもの

例）米、レトルト食品、油、醤油、調味料、
缶・瓶詰、お菓子、スナック類、ジュース
類、コーヒー、インスタント麺、乾麺、乾物
（ふりかけ・海苔等） など
※お米は精米後１年以内であり、
未開封のものに限ります。

受付できる食品 受付できない食品

令和６年度実績


